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三次市教育委員会会議録 

 

１．日  時  平成２９年９月２５日（月） 

開会 午後   １時５６分  

閉会 午後   ３時１０分 

 

２．会  場  三次市役所本館 ６階 ６０３会議室 

 

３．出席委員  教 育 長 松 村 智 由 

        委 員 小 根 森 直 子 

        委    員 深 水 顕 真 

 

４．出席職員  教 育 次 長 長 田 瑞 昭 

学校教育課長 古 矢 俊 彦 

教育委員会事務局付課長 赤 木   実 

 文化と学びの課長 杉 原 達 也 

教育総務係長 國 原 佐 知 子 

文化と学びの課主任 宮 西 美 裕 

 

５．議事日程 

（１）議案第１８号 三次市青少年問題協議会委員の任命について（非公開） 

（２）議案第１９号 三次市新入学児童学用品費支給規則の制定について 

（３）議案第２０号 教職員の人事について（非公開） 

（４）議案第２１号 三次市立小中学校職員（市費支弁のもの）の任用について 

（非公開） 

（５）議案第２２号 平成３０年度就学児等の措置について（非公開） 

 

文化と学びの課長 ただいまから教育委員会会議を開会する。教育長の報告をお願いする。 

松村教育長 ９月５日に広島県教育委員会から県立中高一貫教育校を三次高等学校へ

設置することが決定したと連絡があった。今後県や三次高等学校等と詳細

について話をしていく。 

      ９月７日に中国四川省雨城区の教育衛生訪問団が市長を表敬訪問された。
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児童５名が来日し，みらさか学園で折り紙体験を楽しまれた。 

      ９月８日から９月定例議会が始まり，９月１１日から１３日まで一般質問

が行われた。７人の議員から１３項目について教育委員会へ質問があった。

詳細については次回説明させていただく。 

      本日，Ｊアラートに係る緊急校長会を開催した。学校では避難訓練を日常

的に行っている。最近Ｊアラートが発令されるようになった。これに関わ

る学校での安全確保についてはこれまで指導をしているが，本日は登下校

時の安全確保について臨時校長会を開いた。児童生徒は携帯電話を持って

いないため，Ｊアラートの警報伝達があったことが分からない場合がある。 

家の近所であれば自宅から，見守り隊の方がおられたら見守り隊の方から， 

また会社や地域の方から，Ｊアラートの情報伝達があったことを子どもた 

ちに知らせ，場合によっては避難させていただくよう，各学校から家庭や 

子ども１１０番の家など地域にお願いしていただくように話をしたとこ 

ろである。 

文化と学びの課長 教育長に進行をお願いする。 

松村教育長 それでは，これから議事に移るが，本日の議題のうち，議案第１８号，第

２０号，第２１号については人事案件のため，議案第２２号については

個人情報を含む案件のため公開になじまないものと判断する。 

ついては教育委員会会議規則第１４条第１項により非公開にしたいと思 

うので，皆さんにお諮りする。異議はないか。 

委員一同  ―異議なし― 

松村教育長 それでは，議案第１９号および協議・報告事項の報告１については公開と 

し，議案第１８号，第２０号から第２２号については非公開とする。 

 

議案第１８号 三次市青少年問題協議会委員の任命について 

       （人事案件のため非公開） 

 

松村教育長 続いて議案第１９号三次市新入学児童学用品費支給規則の制定について

事務局からの説明を求める。 

学校教育課長 この議案は，国の「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨 

励費補助金交付要綱」の一部改正に伴い，要保護者への保護費（教育扶助） 

の前倒支給にあわせ，就学援助費の一部である新入学学用品費についても， 

入学前年度に前倒して支給しようとするために規則を制定するものであ 

る。これまでは，新入学児童に対しては，４月以降に手続きをしていただ 
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き，７月に支給していた。今後は前倒して２月に支給していく予定である。 

対象者は，基準日１月１日現在で三次市に住所を有する三次市内の小学校 

に就学予定者の保護者で，生活保護法に基づく教育扶助を受けている世帯 

の児童に準じる程度に困窮していると認められる世帯の児童である。支給 

は保護者の指定する口座へ振込とする。基準日後に転入した児童生徒につ 

いては，従来どおり７月支給となる。 

松村教育長 よろしいか。 

委員一同  ―承認― 

 

議案第２０号 教職員の人事について 

       （人事案件のため非公開） 

 

議案第２１号 三次市立小中学校職員（市費支弁のもの）の任用について 

       （人事案件のため非公開） 

 

議案第２２号 平成３０年度就学児等の措置について 

       （個人情報を含む案件のため非公開） 

 

松村教育長 続いて，協議・報告事項に移る。事務局からの説明を求める。 

文化と学びの課長 ―辻村寿三郎人形館「全国創作人形公募展」実行委員会会則について― 

深水委員  全国創作人形公募展と三次市教育委員会の関係はどのようになるのか。 

文化と学びの課長 共催である。 

深水委員  第１回目は共催ではなかったのか。 

文化と学びの課長 寿三郎みよしが単独で開催された。 

松村教育長 これをもって本日の会議を終了する。 


